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      八幡浜市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画を改訂しました


    

  





ページの内容を印刷



        
    記事番号： 1-918

  

  
    公開日 2022年04月11日

  



      
      　八幡浜市（以下「本市」という。）では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年12月25日法律第137号）（以下「廃棄物処理法」という。）第6条第1項の規定に基づき、平成13年3月に一般廃棄物の処理に関する長期的な計画である「八幡浜市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」を策定しました。その後、社会情勢の変化などにより、平成20年度及び平成25年度の2回見直しを行いました。


　国においては、平成13年1月に「循環型社会形成推進基本法」が施行されるのと前後して、様々なリサイクル関連法が制定され、「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から脱却し、環境に配慮した循環型社会の形成を推進するための社会システムの整備を推進しています。さらに、平成28年1月には、廃棄物処理法に基づく基本方針が変更され、令和2年度を目標とする廃棄物の排出量、再生利用率及び最終処分量等に係る次期目標量が定められるとともに、非常災害時の災害廃棄物対策に係る事項が追加されました。


　「八幡浜市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」（以下「本計画」といいます。）は、本市が循環型社会形成に向けて市民・事業者・行政が連携し共に行動する取組みに関する施策の指針として平成26年3月に改訂した「八幡浜市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」（以下「現行計画」といいます。）について、改訂から7年が経過したため、計画の改訂を行いました。

 


	◆八幡浜市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画[PDF：3.65MB] 



	◆八幡浜市一般廃棄物（ごみ）処理実施計画概要版[PDF：687KB]  



 



    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
市民福祉部　生活環境課
郵便番号：796-8501
住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL：0894-22-3115
FAX：0894-22-5990
E-Mail：kankyou@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

  Adobe Acrobat Readerダウンロード
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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